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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）  が提起した地方税法（以下

「法」という。）に基づく不動産取得税賦課処分に係る審査請求につ

いて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都〇〇都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が請求人に対し平成３０年１０月５日付けで行っ

た別紙１物件目録記載の家屋（以下「本件家屋」という。）の取

得に係る不動産取得税賦課処分（別紙１処分目録記載のとおり。

以下「本件処分」という。）について、その一部の取消しを求め

るものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

   請求人は、おおむね以下のとおり、本件処分に係る処分庁の再

建築費評点数の評価には一部誤りがあるとして、評価を見直し、

本件処分の一部を取り消すよう求めている。  

１  基礎工事＞根切り工事＞根切り土量の補正係数について  

処分庁は、根切り土量の補正係数を１．４５と評価している。  

「平成２７年度固定資産評価基準解説（家屋篇）」（固定資産税

務研究会編。以下「基準解説」という。）によれば、（根切り土

量 によ る 補 正 は 、 根 切り の 深 さ を 基 準 とし て 行 う と さ れ ている
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が、）「根切り土量そのものが見積り明細書等により○○㎥を単

位として示されているときは、根切り土量を建床面積または地階

部分の床面積で除して根切りの深さを求めて差し支えない。」と

記載されている。基準解説によれば、非木造家屋評点基準表の根

切り工事は、「総堀り」が基準とされているが、見積書の根切り

量から、本件家屋の根切り工事は、「布堀り」と「壺堀り」が採

用されていることが読み取れ、１階床面積部分を全て掘削したわ

けではない。「総堀り」と評価して根切り深さを１．４５ｍとし

て補正係数を算出すると、実態にそぐわない過度な評価になる。  

基準解説の考え方は、根切り土量の平均深さを算出し、評価す

る考え方であると解される。  

そうすると、本件家屋の工事見積書に記載されている根切りの

土量は１６，３５４．５㎥であり、本件家屋の１階床面積は２６，

０１４．３２㎡であることから、１６，３５４．５㎥／２６，０

１４．３２㎡＝０．６２・・・により、根切り土量の平均深さは

０．６２ｍと算出できる。したがって、根切り土量の補正係数を

「０．６２」とする評価を求める。  

２  内部仕上＞鋼板（印刷鋼板）の標準評点数について  

処分庁は、内部仕上の「スチール巾木」について、鋼板（印刷

鋼板）として評価している。鋼板（印刷鋼板）の標準評点数は７，

１３０点であるが、「平成２７基準年度単位当たり標準評点数の

積算基礎」（一般財団法人地方財務協会編。以下「積算基礎」と

いう。」には、その内訳が記載されている。それによると、７，

１３０点のうち９６８点は鉄骨銅縁・金物等の下地材であるが、

一般的に巾木を直接鉄骨銅縁に取り付けることは考え難い仕様で

ある。したがって、標準評点数７，１３０点から９６８点を除い

た６，１６０点を使用して評価することを求める。  

３  天井仕上＞アルミニウム板（平板）について  
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処分庁は、「浴室用天井材」を評価するに当たり、アルミニウム

板（平板）（標準評点数１４，８００点）で評価している。東京

都は、〇〇の家屋評価では、アルミ製のバスリブを塩化ビニル成

型浴室天井材（標準評点数５，４２０点。軽鉄天井下地）で評価

している。同じ東京都内の物件は、すでに家屋価格が決定し、納

税している物件と同じ評価をされるべきである。したがって、塩

化ビニル成型浴室天井材（標準評点数５，４２０点）で評価する

ことを求める。  

４  衛生設備について  

⑴  給水設備について  

処分庁は、延べ床面積７８，１２４．１５㎡を評価面積とし

て使用している。基準解説によれば、「計算単位は延べ床面積

を用いるものであるが、工場、倉庫用建物等の場合など、給水

設備の状況が延べ床面積との関連からみて極めて不合理なもの

となっている場合には、実態に即した計算単位の把握を行うこ

とが必要である。」と記載されている。本件家屋の３階の駐車

場部分は、その実態からみると延べ床面積を用いることが「極

めて不合理」に該当すると考えられる。  

したがって、延べ床面積から３階駐車場部分の面積２２，５

４５．２９㎡を除いた５５，５７８．８６㎡を評価面積として

評価することを求める。  

⑵  排水設備について  

処分庁は、延べ床面積７８，１２４．１５㎡を評価面積とし

て使用している。基準解説によれば、「排水設備は『給水設備』

及び『衛生器具設備』と常に一体をなして機能するものであり、

「集中性」、「設備の多少」、「管材」等の補正はこの三つの

評点項目を通して見た場合、一貫性があるものである。」と記

載されている。したがって、上記アの給水設備における主張と
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同様、延べ床面積から３階駐車場部分の面積を除いた面積を評

価面積として評価することを求める。  

⑶  衛生器具設備について  

処分庁は、延べ床面積７８，１２４．１５㎡を評価面積として

使用している。しかし、３階の駐車場部分には、衛生器具設備

はないから、上記⑴及び⑵の主張と同様、延べ床面積から３階

駐車場部分の面積を除いた面積を評価面積として評価すること

を求める。  

   

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求のうち、本件処分に係る税額２３４，０９１，２

００円を超える部分の取消しを求める部分についての審査請求は

理由があるから、行政不服審査法４６条１項の規定を適用して取

り消すべきであり、その余の部分に係る審査請求については理由

がないことから、同法４５条２項の規定を適用して棄却すべきで

ある。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和元年１１月１３日  諮問  

令和元年１２月１９日  審議（第４０回第３部会）  

令和２年１月２４日  審議（第４１回第３部会）  

 処分庁から意見聴取  

令和２年３月６日  審議（第４２回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した
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結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

  ⑴  法７３条の１３第１項によれば、不動産取得税の課税標準は、

不動産を取得した時における不動産の価格とされ、法７３条５

号によれば、価格とは、適正な時価をいうとされている。  

そして、法７３条の１５によれば、不動産取得税の標準税率

は、１００分の４とされている。  

⑵  法７３条の２１第１項によれば、道府県知事（法１条２項に

より「都知事」と読み替える。）は、固定資産課税台帳に固定

資産の価格が登録されている不動産については、当該価格によ

り当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を

決定するものとされ、同条２項によれば、固定資産課税台帳に

固定資産の価格が登録されていない不動産については、評価基

準によって、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となる

べき価格を決定するものとされている。  

⑶  非木造家屋の評価方法について  

ア  評価基準において、家屋の評価は、木造家屋及び木造家屋

以外の家屋（非木造家屋）の区分に従い、各個の家屋につい

て評点数を付設し、当該評点数に評点一点当たりの価額を乗

じて各個の家屋の価額を求める方法によるものとされ、各個

の家屋の評点数については、再建築費評点数を基礎とする再

建築価格方式が採用されている（評価基準第２章・第１節・

一及び二）。  

評価基準が採用している再建築価格方式とは、評価の対象

となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に

建築するものとした場合に必要とされる建築費（再建築費）

を求め、これに建築時からの経過年数に応じた減点補正等を

行うことによって、その家屋の評価額を求める方法であり、
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建物を現実に新築した際の特殊事情に左右されることなく、

適 正 な 時 価 を 算 出 す る 最 も 妥 当 な 方 法 で あ る と さ れ て い る

（京都地方裁判所昭和５０年１２月１２日判決（判例タイム

ズ３３８号３１５頁参照））。  

また、東京都の場合、東京都特別区及び市町村に存する区

域における評価基準による固定資産（家屋）の評価に当たっ

ては取扱要領が定められ、具体的な評価が行われている。  

そして、取扱要領によれば、家屋の価額を求めるには、次

の計算式により行うものとされている（取扱要領第２章・第

１節・第３）。  

単位当たり再建築費評点×経年減点補正率（×需給事情減点

補正率）×床面積×評点一点当たりの価額  

なお、「単位当たり再建築費評点」は、単位当たり再建築

費評点数の１００点未満を切り捨てたものである（取扱要領

第２章・第１節・第６）。  

イ  評価基準において、非木造家屋の再建築費評点数の算出方

法については、その状況に応じ、部分別による再建築費評点

数の算出方法又は比準による再建築費評点数の算出方法のい

ずれかにより求めるものとされている（評価基準第２章・第

３節・一・２）。  

 そして、本件家屋は、部分別により再建築費評点数を算出

しているところ、部分別（評価）とは、評価対象の家屋を構

成する各部分について、使用資材の種別・品等、施工量、施

工の程度を把握し、評点基準表を適用して当該家屋の再建築

費評点数を求める評価方法とされ、また、部分別とは、家屋

の表面に現れた部分から、家屋の隠れた内部をも推定して評

点を付設し得るように、家屋の構造を外見的な面から木造１

１部分、非木造１４部分に区分したものであるとされている
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（取扱要領第２章・第２節・第３・１）。  

ウ  部分別による非木造家屋の単位当たり再建築費評点数の算

出は、評価基準及び取扱要領によれば、次のようになる。  

(ｱ) 非木造家屋の構造の相違に応じ、適用すべき非木造家屋

再建築費評点基準表（評価基準別表第１２。以下「非木造

評点基準表」という。）を定める（評価基準第２章・第３

節・二・１・⑴）。  

(ｲ) (ｱ)で定めた非木造評点基準表の部分別区分の内容は、次

のとおりである（評価基準第２章・第３節・二・３）。  

①主体構造部、②基礎工事、③外周壁骨組、④間仕切骨

組、⑤外部仕上、⑥内部仕上、⑦床仕上、⑧天井仕上、⑨

屋根仕上、⑩建具、⑪特殊設備、⑫建築設備（電気設備、

衛生設備等）、⑬仮設工事、⑭その他工事  

(ｳ) 部分別の再建築費評点数の付設に当たっては、各部分の

使用資材の種別、品等、施工の態様等に応じ、非木造評点

基 準 表 の 該 当 す る 「 評 点 項 目 」 に つ い て 定 め ら れ て い る

「標準評点数」を求めるものとする（評価基準第２章・第

３節・二・４・⑴）。  

ただし、各部分の使用資材等の数量が明確なときは、当

該使用資材等に適用されるべき標準評点数に当該数量を乗

じて当該部分の再建築費評点数を求めるものとし、この場

合において、当該数量を乗じる標準評点数は「単位当たり

標準評点数」（評価基準別表第１２の２）に定める標準評

点数とする（評価基準第２章・第３節・二・４・⑷）。  

(ｴ) 各部分の工事の施工量等が非木造評点基準表の「補正項

目及び補正係数」欄の「標準」欄に定められている工事の

施工量等と相違する場合においては、当該補正項目につい

て定められている該当補正係数によって標準評点数を補正
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するものとする（評価基準第２章・第３節・二・５）。  

(ｵ) 以上により求めた部分別の再建築費評点数を合計し、延

べ床面積で除して単位当たり再建築費評点数を求める（取

扱要領第２章・第２節・第３・２・⑵）。  

エ  平成２７基準年度における評点１点当たりの価額は、「１

円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率」によ

り得た額を基礎として市町村長が定めるものとされていると

ころ、非木造家屋については、全市町村を通じて、物価水準

による補正率を１．００、設計管理費等による補正率を１．

１０とするとされていることから（評価基準第２章・第４節

・二）、評点１点当たりの価額は、１．１０円となる。  

２  本件についての検討  

⑴  本件家屋は、部分別により評価されており、鉄骨造の店舗で

あ る こ と か ら 、 非 木 造 評 点 基 準 表 は 、 評 価 基 準 別 表 第 １ ２ の

「１  事務所、店舗、百貨店用建物」（以下「本件基準表」と

いう。）が適用される。  

そして、処分庁から提出された本件家屋に係る非木造計算書

（以下「本件計算書」という。）によれば、本件家屋の単位当

たり再建築費評点数は、本件基準表の各部分別の評点項目につ

いて標準評点数を求め、また、使用資材等の数量が明確な部分

は、「単位当たり標準評点数」（評価基準別表第１２の２）に

当該数量を乗じて再建築費評点数を求め、それらを適宜補正し

た上で、再建築費評点数を合計し、延べ床面積で除して算出し

ていることが認められる。  

ところで、本件においては、前記第３のとおり、一部の部分

別の評価について争いがあることから、これらの点について、

以下検討する。  

⑵  各争点についての検討  
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ア  基礎工事＞根切り工事＞根切り土量の補正係数について  

  請求人は、第３・１のとおり、見積書の根切り量から、本

件家屋の根切り工事は、「布堀り」と「壺堀り」が採用され

ていることが読み取れ、１階床面積部分を全て掘削したわけ

ではないこと、基準解説に「根切り土量そのものが見積り明

細書等により○○㎥を単位として示されているときは、根切

り土量を建床面積または地階部分の床面積で除して根切りの

深さを求めて差し支えない。」と記載されていることから、

本件家屋の工事見積書に記載されている根切り土量１６，３

５４．５㎥を本件家屋の１階床面積で除した「０．６２」を 、

根切り土量の補正係数とすべきである旨主張する。  

しかしながら、基準解説によれば、「『根切り土量』によ

る補正は、根切りの深さを基準として行うもの」とされてい

る。そして、「断面図や矩計図等によって、根切りの深さが

判明する場合は、それによって求めるものとする。この場合

の根切りの深さは、地表面から割栗石の下面までとする。」

とした上で、「根切り土量そのものが見積り明細書等により

○○㎥を単位として示されているときは、根切り土量を建床

面積または地階部分の床面積で除して根切りの深さを求めて

差し支えない。」とされている（別紙２）。  

これに関し、処分庁が、本件家屋に係る軸組図を確認した

ところ、地中に基礎梁が張り巡らされており、その大多数に

ついて地表面から基礎梁下端までの深さが１．４５ｍと記載

されており、基準解説に基づき、軸組図で確認した深さ「１．

４５ｍ」を用いて、根切り土量の補正係数を１．４５とした

ことが認められる。  

このように、本件処分は、基準解説の原則に従って行われ

た適正なものと認められることから、請求人の主張には理由
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がない。  

イ  内部仕上＞鋼板（印刷鋼板）の標準評点数について  

請求人は、第３・２のとおり、本件家屋の内部仕上の「ス

チール巾木」について、鋼板（印刷鋼板）の標準評点数７，

１３０点から９６８点を除いた６，１６０点を使用して評価

すべき旨を主張する。  

しかし、本件家屋の内部仕上の「スチール巾木」について

は、鋼板（印刷鋼板）として評価することが妥当であるとこ

ろ、評価基準において、標準評点数を個々の内訳ごとに区分

することは想定されておらず、また、標準評点数を適宜補正

する場合は、東京都においては、あらかじめ評点基準表を設

定するものとされているところ（東京都設定分。平成２７基

準年度については、平成２７年２月２０日付２６主資評第３

２９号改正通達による。）、請求人の主張するような補正の

仕方は、評点基準表として設定されていない。  

したがって、請求人の主張には理由がない。  

ウ  天井仕上＞アルミニウム板（平板）について  

請求人は、第３・３のとおり、本件家屋の天井仕上の「浴

室用天井材」について、アルミニウム板（平板）ではなく、

〇〇の家屋評価と同様に、塩化ビニル成型浴室天井材（標準

評点数５，４２０点）で評価すべきである旨主張する。  

しかし、本件家屋の「浴室用天井材」は、耐蝕アルミを仕

上 面 と し た 資 材 を 使 用 し て い る こ と か ら 、 ア ル ミ ニ ウ ム 板

（平板）として評価することが妥当であり、他の家屋評価の

取扱いによって左右されるものではない。  

したがって、請求人の主張には理由がない。  

エ  衛生設備について  

請求人は、給水設備、排水設備及び衛生器具設備について、
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第３・４のとおり、３階の駐車場部分は、その実態からみる

と延べ床面積を用いることが、基準解説における「極めて不

合理なものとなっている場合」に該当すること、衛生器具設

備はないこと等から、その計算単位として、延べ床面積では

なく、延べ床面積から当該駐車場部分の面積を除いた面積を

用いて評価すべきである旨主張する。  

しかし、基準解説によれば、給水設備、排水設備及び衛生

器具設備は、延べ床面積を計算単位とする旨定められており、

また、請求人が指摘する基準解説中の「工場、倉庫用建物等

の場合など、給水設備の状況が延べ床面積との関連からみて

極めて不合理なものとなっている場合には、実態に即した計

算単位の把握を行うことが必要である。」旨の記載にしても、

本件計算書によれば、補正項目「設備の補正」において、以

下のとおり、㎡当たりの給水設備等の個数に応じて補正がな

されていることからすれば、「給水設備の状況が延べ床面積

との関連からみて極めて不合理なものとなっている場合」と

いうことはできない。  

 設備の多少  補正係数  

給水設備  基準解説  給水箇所の少ないもの  

1 個／ 100 ㎡  

 

0.70 

本件家屋  464 個／ 78,124.15 ㎡  

＝ 0.5939 個／ 100 ㎡  

 

0.40 

排水設備  基準解説  その判定は、「給水設備」

における「設備の多少」の

補正と同じである。  

 

 

0.70 

本件家屋   0.40 

衛 生 器 具 基準解説  「設備の多少」の補正は給  
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設備  水設備の場合と同様に考え

て行うものである。  

器具数の少ないもの  

 

 

0.70 

本件家屋  320 個／ 78,124.15 ㎡  

＝ 0.4096 個／ 100 ㎡  

 

0.26 

したがって、請求人の主張は認められない。  

⑶  以上のとおり、本件処分は、法や評価基準、取扱要領に則し、

適正になされており、違法又は不当な点は認められない。  

３  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

 その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

 外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

別紙１及び別紙２（略）  


